
「自然公園法施行規則」の改正に関する

パブリック・コメントの実施結果について

１ 意見募集方法の概要

（１）意見募集の周知方法

変更案概要を環境省ホームページに掲載

記者発表（環境省記者クラブ）

資料の配付

（２）変更案の確認方法

環境省自然環境局国立公園課にて，変更案を閲覧可能

環境省ホームページにて掲載

郵送にて変更案の取り寄せ可能

（３）意見提出期間

平成１４年１２月１１日から平成１５年１月１０日まで（３０日間）

（４）意見提出方法

郵送，ファックス又は電子メール

（５）意見提出先

環境省自然環境局国立公園課

２ 意見募集の結果

・封書によるもの ０通

・ファックスによるもの ４通

・電子メールによるもの ８通

合 計 １２通

３ 整理した意見の総数

・今回の改正案に係るもの ２２件

・その他の意見等 ７件

４ 意見の概要と対応方針

・別紙のとおり



１．特別地域内等の要許可行為の拡充関係
（１）新しく追加された要許可行為に関する許可基準の設定
①物の集積関係

意見内容 対応方針
基準にある「植生の復元が困難な地域若しくは自然草地
等内において行われるものでないこと」の前に「改変される
前の」を加えるべきである。

（理由）
自然公園特別地域の植生には、形成過程が場所ごとに異
なることや環境との微妙な相互関係によって成立するため
固有性が高い場合が多く、攪乱を受けた後に仮に外見上
復元を果たしても、本来の状態には戻らないものが多い。
そのため、「植生の復元」という概念をより厳密にとらえる
ことによって、不適切な攪乱を防止する必要がある。

「植生の復元が困難な地域等」につ
いては「自然公園法の行為の許可基
準の細部解釈及び運用方法」により
「その自然的価値の高さについて明
確な認識が可能である地域」、「自然
草地等」については「自然草地、低
木林地、採草放牧地又は高木の生
育が困難な地域」との定義がなされ
ているところです。そのため、当該地
域における行為であれば、現在の基
準（案）により許可の対象とはなりま
せん。

新たな基準項目として、「当該の行為によって影響を受け
る生物および生態系の復元が容易か否かを判断し得る有
識者・専門家によって監督されていること。」を加えるべき
である。

（理由）
上述のように、自然公園特別地域の植生には固有性が高
く復元が困難なものが多いため、それを攪乱するおそれの
ある行為の実施には専門家の助言、指導が必要である。

植生の固有性が高く、復元が困難な
地域において行われるものについて
は、現在の基準（案）に依っても許可
とはならないため問題は生じないと
考えております。

許可基準に、「期間及び規模が必要最小限と認められるも
のであること」とあるが、廃自動車等の野積みがあり、それ
らが再生資源とされた場合、どのくらいの間許可されるこ
とになるのか。

＜理　　由＞
２．（１）自然公園利用者からすれば、できるだけ短期間で
あったほうが景観面から好ましく、また、許可期間が定まっ
ていたほうが公園利用者等からの指摘等により、許可期
間を超える野積み行為の抑制にもつながると考えられる。

許可される期間については、個別の
案件により判定します。ただし、ご指
摘のとおりその風致景観に与える影
響から、できるだけ集積等の行われ
る期間は短い方が良いと考えられま
すので、許可を行う際にはその期限
について条件を付すこととし、許可期
間を超える野積み行為を防止しま
す。

許可基準にある「社会経済的条件にかんがみ」という文言
は外すべきであると考える。
　＜理　　由＞
２．（２）廃自動車等の野積みが行われる面積について
は、景観面からは必要最小限の面積が良いとは思われる
が、「社会経済的条件にかんがみ」とあるため、実際に野
積みされる面積を抑制するに当たっては困難が予想され
ると考えられる。

当該基準については、土石の採取に
おける基準と同様に生業の維持に
係る場合の特例として想定されてい
るものであり、特別地域においては
必要な規定と考えます。

②指定動物の捕獲等関係

「自然公園法施行規則」の改正に関するパブリックコメント結果内容について



意見内容 対応方針
基準にある「在来の動植物」を「土着の動植物」に変更す
るべきである。
（理由）
「在来」は家畜、家禽で主に使われる用語の上、「日本産
の」という意味で用いられることが多い。そのため、野生の
動植物を扱う場合や国内移入種を含めて対策を講じるこ
とが必要な場合には適切でない。

既に「新・生物多様性国家戦略」にて
「在来」という言葉を「日本産の」とい
う国内外という意味だけでなく、地域
を含むものとして使用しており、おお
むね認知されていると考えます。

「採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺
傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵
に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれ
がないものであること」という基準はあいまいであるので、
「ＩＵＣＮ（国際自然保護連合）の絶滅のおそれのある生物
の判定基準に照らして、絶滅のおそれがないものであるこ
と」と改めること。

（理由）
そもそも指定動物、指定植物となる種は、すでに地域的に
絶滅のおそれのある状態となっている種か、あるいは商業
的価値が高く容易に絶滅のおそれのある状態となりうる種
である場合がほとんどである。それを「申請に係る特別地
域において絶滅のおそれがない」と判断するからには、相
当な科学的な裏づけが必要である。したがって、ＩＵＣＮ（国
際自然保護連合）の絶滅のおそれのある生物の判定基準
に照らして、個体数、減少率、分布域、生息地、絶滅確率
などあらゆる点から絶滅のおそれがないと判断されない限
りは、捕獲許可を与えるべきではない。なお、絶滅のおそ
れのある種のランクとしては、絶滅危惧Ｉ類、ＩＩ類、準絶滅
危惧はもちろん、エゾライチョウのようにＤＤ（データ不足）
と判断される種、ツキノワグマのようにLP（絶滅のおそれ
のある地域個体群）と判断される種を含むべきである。

当該基準における、「絶滅のおそれ」
については、別途「自然公園法の行
為の許可基準の細部解釈及び運用
方法」により「申請に係る特別地域内
において、野生動植物の種又は個
体群について、当該種又は個体群
の存続に支障を来す程度にその個
体の数が著しく少ないこと、その個体
の数が著しく減少しつつあること、そ
の個体の生育（又は生息）の環境が
著しく悪化しつつあることその他当該
野生動植物の当該特別地域におけ
る存続に支障を来す事情があること
をいう。」と定義がされているところで
あり、この定義に基づき基準に適合
するのか審査を行うことが適当であ
ると考えます。

基準にある「在来の動植物の保存その他当該特別地域に
おける在来の風致の維持のために必要と認められる場
合」とは、外来種の駆除などを指すものと思われる。これを
入れるのであれば、要許可行為として「指定植物を採食若
しくは損傷し、若しくは指定動物を捕食もしくは殺傷し、又
は指定動物の卵を捕食若しくは損傷するおそれのある生
物を持ち込み又は放逐すること」を加えるべきである。

（理由）
特別地域に指定されている高山においては、ライチョウな
どが登山者が連れてくるイヌのために生活を脅かされた
り、感染症の危機に瀕している。また都市近郊の国定公園
などでは、捨てネコによって在来の鳥類の生活が脅かされ
ている。さらに湖沼においては、オオクチバス、コクチバス
などの捕食によって在来種が危機に瀕している。国立公
園、国定公園の特別地域には、ペットを含む外来種の持ち
込みや無責任な持ち込み、放逐を禁止すべきである。

移入種等の問題については、自然
公園においても重要な問題と認識し
ております。別途検討が行われてい
る総合的な「移入種対策」の結果も
踏まえ、自然公園として行うべき今
後の施策の参考とさせていただきた
いと思います。



許可基準にある但し書きを削除。

（理由）
絶滅させてもいい動植物は移入種以外に考えられない。
従って、但し書きは移入種についての記述と思われるが、
移入種が指定動植物になり得るという前提はおかしいの
ではないか。
また、「在来の動植物」の「在来」とはどのような時点から
言うのか。
指定動植物を指定した時点が適当かと思われるが、この
場合、移入種であっても指定されれば「在来の動植物」と
なってしまうのか。

ご指摘のとおり、指定動植物と移入
種が重複することは想定されており
ません。念のために記述したもので
すが、誤解を生じる可能性もあるた
め但し書きについては以下のとおり
修正することとします。
「ただし、在来の動植物の保存その
他当該特別地域における在来の風
致の維持のために必要と認められる
場合又は当該動植物の保護増殖を
目的とし、かつ、当該特別地域にお
ける当該動植物の保存に資する場
合は、この限りでない。」

（2）要許可行為の必要な指定区域の指定に係る土地所有者等との協議
意見内容 対応方針

所有権、地上権又は賃借権等に地役権を加える。
また、賃借権等には地主と団体等との土地利用協定を含
める。
「財産権を尊重し」を「財産権等を尊重し」とする。

（理由）
地役権、土地利用協定とも今後、自然環境の保全を促進
する上で重要なツールとなる。
また、協定は財産権に含まれるか疑問。

立入りを規制する地区の指定につい
ては、長期にわたり土地を使用する
権利を有するものに対して協議する
ことが必要と考えられることから、土
地に関する所有権、地上権、貸借権
を有する者と記載しているものです。

（3）特別地域内における許可又は届出を要しない行為
①物の集積関係

意見内容 対応方針
「１．５メートル以下の高さで、かつ、１０平方メートル以下
の面積で物を集積し、又は貯蔵すること」を全文削除。

（理由）
土石その他指定された物は、残土、廃棄物、再生資源な
どいわゆるゴミと言われる範疇のものである。
法第30条は、「利用者に著しく不快の念を起こさせるような
方法で」とその状態を限定はしているものの、「ごみその他
の汚物又は廃物」を「捨て又は放置すること」を禁止してい
る。
また、本規定に係る許可基準を「廃棄物でないこと」として
いる。
これらからすれば、いわゆるゴミの場合は、高さ、面積とい
う量の多少により許可不要行為とすべきではない。

特別地域内には、第３種特別地域な
どにおいて居住地が多く含まれるた
め、日常のゴミの発生に伴う仮置き
等の日常生活に必要な物の集積の
範囲まで要許可行為とするのは、不
合理であるため設けたものであり、
必要な規定と考えます。

②指定動物の捕獲等関係



意見内容 対応方針
不要許可行為として記載されている「有害なねずみ族、昆
虫等」を「有害な家ねずみ族３種（ドブネズミ、クマネズミ、
ハツカネズミ）、衛生害虫等」に変更するべきである。

（理由）
上記の家ねずみ類３種を除く他のネズミ類は、自然状態で
生息する野生動物として保護の対象となるべき生物であ
り、自然公園内で有害な影響を及ぼすことも極めて少ない
ので、ここで扱われているネズミ類の有害性は公衆衛生
上のものと判断される。昆虫類についても自然度の高い
場所で有害な影響を植生などに及ぼすものはごく限られ
ており、同様に考えられる。公衆衛生上の害を及ぼす家ネ
ズミ３種や衛生害虫と野ネズミ類や多くの昆虫等とは明確
に区分されるべきであるが、案文における表現はこの点が
十分ではない。この区別は本年４月に施行される「鳥獣の
保護及び狩猟の適正化に関する法律」（改正鳥獣保護法）
でもネズミ類について厳密になされているので、整合性を
図る必要もある。

当該項目が想定しているものは、公
衆衛生面だけからの有害性だけで
はなく、農林業などへの有害性も想
定しているため、現行の表現で適当
と考えます。なお、「鳥獣の保護及び
狩猟の適正化に関する法律」におい
ても、家ネズミは法の適用外となって
おりますが、農林業等への配慮から
家ネズミ３種を除いたネズミ族につい
ては、捕獲等の許可を要しないことと
なっています。

不要許可行為として記載されている「国立公園、国定公園
において鳥獣保護法第１２条1項の規定による環境大臣の
許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの
卵を採取し、若しくは損傷すること」項を削除するべきであ
る。

当該項目については、許可権者が
同一の場合には公園行政と野生生
物行政との調整が図られることか
ら、削除する必要はないと考えます。

不要許可行為として記載されている「魚介類を捕獲し、ま
たは殺傷すること。」の次に、「ただし、絶滅のおそれのあ
る種を除く。」を加えるべきである。

（理由）
魚類や水生無脊椎動物にも保護の必要のある種が多く含
まれており、それらの捕獲や殺傷は制限されるべきであ
る。

今後の業務の参考とさせていただき
ます。

２．利用調整地区の創設関連
（1）利用調整地区への立入り認定の基準

意見内容 対応方針
認定基準にある「生きている動植物（食用に供するもの及
び身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）第２条
に規定する身体障害者補助犬を除く。）を故意に持ち込む
ものでないこと」は生物多様性の適正な保全のために必
要な重要項目ですが、一律に禁止してしまうと弊害もあり
得ます。知床の例をとって考えると海岸の番屋では、犬を
飼ったり、裏で野菜を栽培している場合もある。一律の禁
止では飼い犬の持ち込みが突然禁止となり、野菜の苗を
持ち込めなくなる。一律禁止ではなく、制限措置、許可認
定、飼養方法の既定などの方法があるのではないか。

本規定は、利用者として立ち入る場
合の認定の基準であり、地域住民に
適用されるものでないため、ご指摘
のような弊害は生じないと考えます。



この認定基準には「十分に訓練を受けたガイド等の随伴」
等の規定が必要。

（理由）
利用調整地区設定の主旨を徹底させるためには監視、利
用者の指導が必要である。
このためには、ガイド等の随伴を義務とすることが有効で
ある。

ガイド等の随伴やその際のガイドの
資格などについては、今後検討して
いくべき課題であると考えておりま
す。

（2）立入りの認定の申請
意見内容 対応方針

利用調整地区ごとに認定申請の処理方法を定める旨規定
する。

＜理　　由＞
立入り認定の基準として、人数、日数、時間が決められる
と認定申請の処理方法が問題となる（申請者数が基準人
数を越えた場合など）。このような場合の認定申請の処理
方法を定めておく必要がある。

認定証の発行方法等については、
制度の適正な運用を図る観点から、
利用調整地区の条件（人数、認定機
関の場所など）に応じて柔軟に対応
することが望ましいと考えられるた
め、各地区ごとに実情に応じて定め
る予定です。

(3)その他
意見内容 対応方針

利用調整地区制度については、現在、環境省が国立公園
協会に制度検討を委託し、専門家を含む検討会を設置し
て、制度のあり方を検討している最中である。施行規則
は、この検討会の結果を受けて作成すべきである。

今回の省令においては、中央環境
審議会の答申に対応した、自然公園
法改正に伴い、関係法令の整備を
行っているものです。ご指摘のとおり
現在利用調整地区に関する検討を
行っているところであり、その結果を
踏まえて利用調整地区制度の運用
について明らかにしていくこととして
います。

３．風景地保護協定制度の創設関連
（１）風景地保護協定の基準関係

意見内容 対応方針
基準に記載されている、該当する施設の中に、管理施設
及び公衆トイレは含めるべきではないか。

（理由）
風景地保護協定区域と利用調整地区は重複することが考
えられ、より管理が簡便になり、公園利用の増進に資する
と考えられるため。

風景地保護協定区域内の自然の風
景地の保護に関連して必要とされる
ものであれば、風景地の管理に必要
な施設として、管理施設や管理用の
トイレも含まれると考えています。な
お、公衆トイレについては、原則とし
て、公共団体等が整備すべき施設で
あると考えます。



基準にある「風景地保護協定に違反した場合の措置は、
違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつ
てはならない。」については、削除が適当ではないか。

（理由）
不当に重い負担の基準が不明なため、違反状態を適正な
履行のために必要な措置を違反者に科すことができなくな
る恐れがある。民・民の契約に自然公園法がしばりをかけ
ることが適当か疑問。違約金の定めができなくなる恐れが
ある。

協定は、土地所有者等と公園管理
団体がその自由意思に基づき締結
するものであり、その法的性格は私
法上の契約と解されます。従って、
協定の内容の履行、協定の違反が
生じた場合の措置等については、原
則として、私法上の債権、債務関係
として処理されることになります。本
規定は、違反した場合の措置につい
て、過度の私権の制約となるような
多額の違約金の請求が行われない
よう念のため規定するものです。

４．公園管理団体制度の創設関連
（１）公園管理団体の指定基準

意見内容 対応方針
公園管理団体の指定基準について四つの項目が挙げら
れている。それらの内容はおおむね適切と考えられるが、
より詳細で具体的な記述が必要である。今後は実施面に
おける十分な検討と制度の適切な運用により、自然公園
の適切な保護管理が行われることを望む。

（理由）
この制度は、今後の自然公園において自然環境を適切に
保護していく上で重大な意義を有するものと考えられる。
不適当な団体の参加などの運用面での問題が生じると、
その影響は極めて大きいと予想される。

公園管理団体の審査の際には、省
令に定めた指定基準を満たすもので
あることの他業務が適正かつ確実に
行われることについて十分に審査す
ることにより、ご指摘にあるような懸
念は生じないものと考えています。ま
た、不適切な団体は改善命令、取り
消しができることで担保されると考え
ます。

５．その他
意見内容 対応方針

物の集積、貯蔵行為で、砂防法や海岸法等にかかるもの
が、不要許可行為となっていますが、自然公園の風致景
観等の一番の原因は公共事業だとおもいます。自然海岸
の消失や、河川景観の消失、誰も来ないようなところの立
派な砂防ダムが造られたりしています。あんなところに何
故という問いかけには、役所は「不要許可行為」だから仕
方ないとのことです。
ウミガメの産卵地に、海岸工事用の土砂が積まれたり、砂
防工事のため、貴重な紅葉の並木が勝手に伐採されたり
しても、規制はできないようです。
このため、公共事業こそ本来厳しく見ていく必要があるの
ではないかと思います。すべてのものについて不要許可と
するのではなく、ある一定の規模を超えた場合は許可を要
するというふうにしないと、自然公園の風景は守られない
のではないでしょうか。

不要許可行為については、公益上
の必要性が認められたものであり、
管理行為や軽易な行為に限定され
ています。



今回の法改正は、「近年の自然公園での原生的地域への
利用者増、特定野生動物への捕獲圧増加、廃棄物の集
積等による自然生態系への悪影響」と、「公園内里地・里
山での二次的自然の荒廃」をその理由として主として取り
上げ、自然環境管理のための新たな施策がうたわれてい
る。このため、利用する人間の側への対策として、「利用
調整地区制度」や「風景地保護協定制度」、「公園管理団
体制度」が新たに取り上げられている。これらについては
今後モデル地区を設定し地元主導で進められることが想
定されているが、こうした中に交通・運輸事業者や関連団
体を是非とも積極的に加えるようにしていただきたい。

（理由）
利用調整地区、風景地保護協定、公園管理団体他の新た
な利用者対策においては、利用拠点である集団施設地区
等への利用者の交通行動が深く関わるものである。これ
は、公園内へは今後マイカー利用よりも公共交通機関の
利用を重視した形態がふさわしいと国民への地球温暖化
防止対策としての交通行動啓発においても重要と考えら
れること、交通・運輸事業者や関連団体にコンセッションを
優先的に与えることが交通秩序に好影響を与えると考えら
れること、歴史的に国内のみならず国立公園の発祥地で
あるアメリカ合衆国でも鉄道会社他が国立公園開発で主
導的立場を担ったものの、クルマ時代を迎えて入り込みで
の交通秩序が保ちにくくなったこと、国土交通省側でも自
然公園に合致した交通機関の導入や運営について検討
する機運が出てきたこと、他が今回の主張の背景となる理
由である。

自然公園の利用の観点から、利用
者の運輸手段を提供する交通機関
等も非常に重要な関係者であると考
えています。公園内においては交通
関係者等の協力を得てマイカー規制
なども実施しており、今後とも交通・
運輸事業者や関連団体と連携してい
きたいと考えております。

公園計画での区域決定が様々な外部との調整の難航で、
不十分な面が全国の国立公園で散見されており、新規制
度の検討・実施の過程でできるところから是正をしていた
だきたい。

（理由）
不十分なままの区域決定は、公園政策の実施に支障をき
たす恐れがあるため。また特別地域の地種も含めた地図
の公開、国土地理院地形図への境界の記載を実施してい
ただくなど、これまで不十分であった国民への情報公開を
徹底していただきたい。なお　交通運輸事業者は現状で
は、自然保護や自然公園施策を十分認識できていない面
がある。このため、各種コンセッションの付与の前提とし
て、公園施策の理解（担当者研修他）を事前に実施するこ
となども考えられる。

ご指摘をふまえ、より適正な公園計
画の策定に努めてます。



この度の意見募集にあたり国定公園内に処分場があるこ
とがどうしても納得できません。　再度ご考察していただき
たく意見を送らせていただきます。
１．処理の中止をお願い致します。
２．できれば元の状態に戻していただきたい。（現在の紅
葉谷の状態からは並大抵のことではありません。）
３．全国の国立、国定公園の中にこの様な処分場（許可さ
れたものを含めて）があると思いますので調査していただ
きたい。
４．行政（紅葉谷の場合は県）を指導できるまた企業にス
トップをかけられる管理と監視する第三者の機関があった
らいいと思います。
５．紅葉谷の産業廃棄物処分場に敷いてあるゴムシート
（厚さ　５mm）のメーカー保証は何年ですか。　またどの程
度の降雨量に対応できるのか明らかにしていただきたい
です。

御意見いただいた件につきまして
は、以下の取り扱いとなっております
ので、ご参考までにお伝えいたしま
す。
産業廃棄物最終処分場の設置につ
いては、平成６年の指導通知、さらに
平成12年の自然公園法施行規則改
正により、原則として許可しないこと
となっていますが、当該地域では昭
和３７年から廃棄物の埋立処分が開
始されており（国定公園指定は昭和
４３年）、公園指定後も処分地隣接地
における行為として許可されていす。
しかし、平成６年の指導通知以降は
新たな許可は行っておらず、現在行
われている埋立処分行為は、平成２
年時点で許可されている範囲で終了
する予定となっています。また、埋立
処分行為の終了後には修景植裁を
行うことが義務づけられています。

このような意見募集ではとても国民の皆さんからの意見が
集まるとは思えません。もっと方法を変えてやらないとおざ
なりになってしまうでしょう。

今後の業務の参考とさせていただき
ます。

既製品のカーポート（駐車場）は建築物から除外するべ
き。

（理由）
カーポート等は道路沿いに設置することが効率的であり、
２本の支柱と屋根だけという簡易な工作物が多数である。
また、景観上の支障も一般的には軽微であると考えられ
る。税法上は建築物として扱われておらず、他法と異なっ
ているため不知による違反行為を引き起こしやすい。

今回パブリックコメントには関係がご
ざいませんが、ご参考までに「建築
物」の定義は、「土地に定着する工
作物のうち、屋根及び柱又は壁を有
するものをいい、建築設備（当該工
作物に設ける電気、ガス、給水、排
水、換気、暖房、冷房、消化、排煙若
しくは汚物処理の設備又は煙突、昇
降機若しくは避雷針をいう。）を含
む。」となっており、この定義に基づ
き個別に判断されておりますので申
し添えます。

区画面積について条件が付されておらず敷地面積が

1,000ｍ
２未満の土地に建築物を新築する場合の基準を追

加

（理由）
審査基準の継続性を確保するため。

今回パブリックコメントには関係あり
ませんが、集合別荘等に関する許可
基準については、現行審査基準に変
更はございませんので申し添えま
す。


